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令和３年１月臨時会議案説明資料目次

【予算関係以外】
警察本部

報告番号 件 名 課名等 頁

報告第１号 議会の委任による専決処分の報告について

（１）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の 監 察 課 ３
決定について（令和３年１月４日専決）

（２）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の 監 察 課 ４
決定について（令和３年１月４日専決）

（３）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の 監 察 課 ５
決定について（令和３年１月４日専決）

（４）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の 監 察 課 ６
決定について（令和３年１月４日専決）

報告第３号 長期継続契約の締結状況について 会 計 課 ７
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報告第１号 監察課

件 議会の委任による専決処分の報告について

（１）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について

名 （令和３年１月４日専決）

１ 提出理由

法律上県の義務に属する交通事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和

提 ３年１月４日専決処分をしたので、本議会に報告するものである。

出 ２ 概要

（１）和解の相手方

理 鳥取市 個人

（２）和解の要旨

由 県側の過失割合を５割とし、県は、損害賠償金８１，９５０円を支払うものとするこ

と。

及 （３）事故の概要

ア 事故発生年月日

頃び 令和元年１２月９日 午後６時５分

イ 事故発生場所

概 鳥取市徳尾地内

ウ 事故の状況

、 （ ） 、要 鳥取県鳥取警察署所属の職員が 公務のため普通特種自動車 パトカー を運転中

片側二車線道路の外側車線に進路変更した際、左後方の安全確認が不十分であったた

め、後方から進行してきた和解の相手方所有の軽乗用自動車と衝突し、双方の車両が

破損したものである。

＜参考＞

・ 損害賠償額 ８１，９５０円

うち、保険支払額５１，９５０円、県費支出額３０，０００円（うち保険契約による

免責額３万円）

・ 県側車両損害額 ３３，３９６円

うち、相手方からの賠償金１６，６９８円、県費支出額１６，６９８円
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報告第１号 監察課

件 議会の委任による専決処分の報告について

（２）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について

名 （令和３年１月４日専決）

１ 提出理由

法律上県の義務に属する交通事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和

提 ３年１月４日専決処分をしたので、本議会に報告するものである。

出 ２ 概要

（１）和解の相手方

理 鳥取市 個人

（２）和解の要旨

由 県側の過失割合を２割とし、県は、損害賠償金２７，１３９円を支払うものとするこ

と。

及 （３）事故の概要

ア 事故発生年月日

頃び 令和２年１０月６日 午後３時３分

イ 事故発生場所

概 鳥取市吉成地内

ウ 事故の状況

要 鳥取県鳥取警察署所属の職員が、公務のため軽特種自動車（パトカー）を運転中、

交差点に進入した際、路外駐車場から交差点に進入してきた和解の相手方所有の小型

乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損したものである。

＜参考＞

・ 損害賠償額 ２７，１３９円

うち、県費支出額２７，１３９円（保険契約による免責額３万円以内）

・ 県側車両損害額 ２８０，０１６円

うち、相手方からの賠償額２２４，０１３円、県費支出額５６，００３円
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報告第１号 監察課

件 議会の委任による専決処分の報告について

（３）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について

名 （令和３年１月４日専決）

１ 提出理由

法律上県の義務に属する交通事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和

提 ３年１月４日専決処分をしたので、本議会に報告するものである。

出 ２ 概要

（１）和解の相手方

理 米子市淀江町西原１２２８番地

有限会社坂根石装 代表取締役 大 江 博 樹

由 （２）和解の要旨

県側の過失割合を１０割とし、県は、損害賠償金１９１，０２６円を支払うものとす

及 ること。

（３）事故の概要

び ア 事故発生年月日

頃令和２年１０月２４日 午前８時３６分

概 イ 事故発生場所

米子市皆生三丁目地内

要 ウ 事故の状況

、 （ ） 、鳥取県米子警察署所属の職員が 公務のため小型特種自動車 パトカー を運転中

前方の注意を怠ったため、信号待ちで停止していた和解の相手方所有の小型貨物自動

車に追突し、双方の車両が破損したものである。

＜参考＞

・ 損害賠償額 １９１，０２６円

うち、保険支払額１６１，０２６円、県費支出額３０，０００円（うち、保険契約に

よる免責額３万円）

・ 県側車両損害額 ６２９，３７６円

うち、県費支出額６２９，３７６円
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報告第１号 監察課

件 議会の委任による専決処分の報告について

（４）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について

名 （令和３年１月４日専決）

１ 提出理由

法律上県の義務に属する交通事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和

提 ３年１月４日専決処分をしたので、本議会に報告するものである。

出 ２ 概要

（１）和解の相手方

理 鳥取市 個人

（２）和解の要旨

由 県側の過失割合を１割とし、県は、損害賠償金２８，０００円を支払うものとするこ

と。

及 （３）事故の概要

ア 事故発生年月日

頃び 令和２年１０月２６日 午後３時３８分

イ 事故発生場所

概 鳥取市安長地内

ウ 事故の状況

要 鳥取県鳥取警察署兼警察本部警備部警備第二課所属の職員が、公務のため普通特種

自動車（パトカー）を運転中、右折車線に車線変更した際、路外駐車場から道路に左

折進入してきた和解の相手方所有の軽乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損したも

のである。

＜参考＞

・ 損害賠償額 ２８，０００円

うち、県費支出額２８，０００円（保険契約による免責額３万円以内）

・ 県側車両損害額 ４０５，８７８円

うち、相手方からの賠償額３６５，２９０円、県費支出額４０，５８８円
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報告第３号

　警 察 本 部

1
警察本部
会 計 課

物品
保守

モバイルパソコン
モバイルプリンター
セキュリティ認証用機器

100台
100台
100台

鳥取市岩吉166番地２
株式会社ソルコム　鳥取支店
東京都千代田区丸の内三丁目４番１号
株式会社ＪＥＣＣ

46,708,800
令和３年４月１日
～令和８年３月31日

鳥取県警察本部情報
管理課　他25所属

長期継続契約の締結状況について

番号 設置場所等契　約　の　相　手　方 契　約　期　間種類 契約対象物品 数量契約所属名 契約金額　円
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